別紙様式第34号
農業生産法人化計画書
平成　　年　　月　　日
住所
氏名　
　　　　　　　　　　　　印
１　本計画作成日
	作成年月日
	平成　　　年　　　月　　　日


２　組織の構成員数
	構成員数（戸数）
	         　  人（　　　　　戸）


３　農業生産法人となる達成予定日及び予定法人形態等
	農業生産法人となる達成予定日
	平成　　　年　　　月　　　日

	        予定法人形態        
	

	        予定構成員数        
	         人（うち当該組織の構成員数　　　人）


４　目標とする農業経営の指標
（１）経営規模等
	①目標とする営農類型
	

	②農業経営の規模
	作目・部門名
	現状
	目標（　　年）

	
	
	作付面積
	生産量
	作付面積
	生産量

	
	
	
	
	
	

	
	経営面積合計
	
	
	
	

	
	経営耕地
	区分
 
	地目
  
	所在地
（市町村名）
	現状
         
	目標
（　　年）

	
	
	組織の構成員が権原を有している
農地
	
	
	
	


	②農業
経営の規模
	
	作目
	作業
	現状
	目標（　　年）

	
	特定作業受託
	
	
	作業受託面積
	生産量
	作業受託面積
	生産量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	作
業
受
託
	
	
	
	
	
	

	
	
	単純計
	
	

	
	
	換算後
	
	

	
	その他の関連
・付帯
事業
	事業名
	内容
	現状
	目標（　　年）

	
	
	
	
	
	

	③
生産方式
	機械・
施設
	機械・施設名
   
	型式、性能、規模等及びその台数

	
	
	
	現状
	目標（　　年）

	
	
	
	
	

	
	農用
地の
利用
条件
	現状
	目標（　　年）

	
	
	
	

	
	現状
	目標（　　年）

	④経営管理の方法
	
	

	⑤農業従事の態様等
	
	


 （２）主たる従事者個々の目標農業所得
	氏名
	目標農業所得額
	備考

	
	                     万円
	

	
	
	

	
	
	


 ５　農業生産法人となるまでの取組計画
	年度
	実施時期
	実施する事項

	１年目
	平成　　年　　月
	

	２年目
	平成　　年　　月
	

	３年目
	平成　　年　　月
	

	４年目
	平成　　年　　月
	

	５年目
	平成　　年　　月
	


６　その他参考となる事項
　本計画書に係る個人情報の取扱いについて
　農林水産省は、本計画書の記載内容及び添付書類に含まれる個人情報を「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号）」及び関係法令に基づき適正に管理し、生産条件不利補正交付金及び収入減少影響緩和交付金に係る交付事務のために利用する。
　また、申請者の関係する市町村、農業委員会、農業協同組合、集荷業者及び担い手育成総合支援協議会へ計画内容を確認するために提供する場合がある。
　なお、本計画書を提出された場合は、本個人情報の取扱いについて同意したものとして取り扱う。

（記載上の留意事項）
１　１の「本計画作成日」には、本計画を作成した日（本計画について農作業受託組織の総会の議決のあった日）を必ず記載する。
２　３の「農業生産法人となる達成予定日及び予定法人形態等」には、次の事項を記載する。
(1) 農業生産法人となる達成予定日は、上記１の作成日から起算して５年を経過する日（その日から５年を超えない範囲内で本計画を達成する期日を延期することについて農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則（平成18年農林水産省令第59号)第２条第２項に定めるところにより農林水産大臣の承認を得たときは、その承認を得た日）前であること。
(2) 「予定法人形態」欄には、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社のうち、予定している法人形態を記載する。
３　４の「目標とする農業経営の指標」には、次の事項を記載する。
(1) (1)の②の「農業経営の規模」欄には、次の事項を記載する。
ア　「特定作業受託」欄には、
作目別に、主な基幹作業（(ｱ)水稲にあっては、耕起・代かき、田植、稲刈り・脱穀、(ｲ)麦及び大豆にあっては、耕起・整地、播種、収穫、(ｳ)その他の作目にあっては、これらに準ずる農作業という。以下同じ。）を受託し、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売し、その販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約した農地の作業受託面積及び生産量を記載する。なお、一つの農地で二毛作等により主な基幹作業（(ｱ)から(ｳ)）を複数行っている場合であっても、当該農地については、実面積を算入することに留意すること。
この場合、「経営面積合計」欄には、組織の構成員が権原を有している農地面積と「特定作業受託」欄の作業受託面積を加えて記載する。
イ　「作業受託」欄には、「特定作業受託」欄に記載した作業受託以外の作業受託について、作業別、基幹作業別に、作業受託面積を記載するとともに、「換算後」欄には、「作業受託面積÷作業数」により換算した面積を記入する。
ウ　「その他の関連・附帯事業」欄には、農産加工等について記載する。
(2) (1)の③の「生産方式」欄には、次の事項を記載する。
ア　「機械・施設」欄には、機械・施設の型式、性能、規模ごとに台数を記載するとともに、リース、レンタル、共同利用等による場合は、その旨を記載する。
イ　「農用地の利用条件」欄には、主として利用する圃場の区画の大きさ、団地化した圃場の規模、数、通作距離等を記載する。
(3) (1)の④の「経営管理の方法」欄には、簿記記帳、経営内役割分担、自己資本の充実等について記載する。
(4) (1)の⑤の「農業従事の態様等」欄には、給料制の導入、休日制の導入、従事者全員及び雇用者の社会保険への加入、農作業環境の改善等について記載する。
(5) (2)の「主たる従事者個々の目標農業所得額」については、次のアからウの場合に応じて記載する。
ア　現在主たる従事者が存在する場合は、当該者について記載する。
イ　現在主たる従事者が存在しないが、主たる従事者となる候補者は存在し、その氏名が特定できる場合は、当該候補者について記載するとともに、「備考」欄には「候補者」と記載する。
ウ　現在主たる従事者が存在しないが、主たる従事者となる候補者は存在し、その氏名が特定できない場合は、「氏名」欄には「○人」（○は、主たる従事者として予定している人数）を記載し、「目標農業所得額」欄には主たる従事者として予定している一人当たりの目標農業所得額を記載するとともに、「備考」欄には「一人当たり目標農業所得額」と記載する。
４　５の「農業生産法人となるまでの取組計画」には、次の事項を記載する。
(1)「実施時期」欄には、農業生産法人となるまでに取り組む事項それぞれについて、予定する年及び月を記載する。ただし、例えば、先進事例の調査では調整の受入側との日程調整が必要となるように、外部要因の影響を受ける事項については、概ねの実施予定時期の記載でよい。
(2)「実施する事項」欄には、農業生産法人となるまでに取り組む先進事例の調査、法人経営に関する研修会の開催、設立準備会の開催、発起人会の設立、定款の作成、創立総会の開催等の具体的な内容を記載する。
